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和歌山県産地組合連携組織懇

談会の一環である「県外他産地

との情報交換、意見交換」とし

て、３月９日（金）京都の西陣

織工業組合を訪問し懇談会を開

催した。

京都の地場産組合である西陣

織工業組合は昭和30年に設立さ

れ、組合事業としては金融事業

を始め、生産・商標・意匠保護

事業、広報事業、催物事業、産地活性化事業、生糸

対策事業、会館事業等11事業を実施している。同組

合は西陣織の商標権を取得しており、組合員でなけ

れば西陣の商標を使用できない。そのため業者の組

合への加入率は非常に高いものとなっている（現在

組合員数824名）。組合は、現在６つの事業部会から

構成されているが、来年度以降部会を一本化するな

ど合理化も押し進めている状況である。

和歌山の産地組合の方々は、西陣織工業組合との

意見交換の場で、今後の組合事業運営、産地振興対

策、新製品・新商品開発等につ

いて活発に質疑・意見交換等を

された。

その後、会館事業として実施

しているきものショー事業、土

産物品の販売促進事業、京都市

の助成を受けて行っている西陣

織・つづれ及び関連実演事業を

見学した。
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◇◇◇◇ 招招招招 集集集集 手手手手 続続続続

通常総会の招集者は、代表理事ですが、招集は

理事会の決議を経て行わなければなりません。総

会開催通知は開催日の１０日前迄に組合員へ到達

するよう発送する必要があります。

◇◇◇◇ 議議議議 　　　　 　　　　 長長長長

総会が成立すれば日程にしたがって議事を進め

ることになりますが、そのためにはまず議長の選

任が必要となります。議長は総会において、原則

として出席した組合員または組合員である法人の

代表者のなかから選任します。

議長は、組合員として総会の議決に加わること

はできず、さらに議長は自分の代理人をして議決

権を行使することも、また他の組合員の代理人と

なることもできません。しかし、普通議決事項に

ついて可否同数の場合は、議長の決するところに

よるとされており、とくに議長に可否の決定権が

与えられています。

◇◇◇◇ 審審審審 議議議議 内内内内 容容容容

主な議案項目としては
第１号議案

平成１２年度決算関係書類承認の件

第２号議案

平成１３年度事業計画及び収支予算設定　　

の件

第３号議案

定款変更の件

第４号議案

加入金徴収の件

第５号議案

賦課金の額及び徴収方法決定の件

第６号議案

借入金残高の最高限度決定の件

第７号議案

１組合員に対する貸付金額及び債務保証の

残額限度決定の件

第８号議案

役員報酬決定の件

第９号議案

役員選挙の件

などがあります。

通常総会の開催時期については、定款で毎事業年度終了後２ヶ月以内
に開催することが定められています。
３月末で決算期を迎える組合が多いことから、５月開催に集中するよ

うです。
そこで、今回は、総会開催ポイントの幾つかを特集します。

通 常 総 会 の 心 得 �通 常 総 会 の 心 得 �



総 会 前 後 の 事 務 手 続 き
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◇◇◇◇ 役役役役 員員員員 のののの 改改改改 選選選選

組合の経営業務を執行する役員の選出は、総会

において最も関心を持たれる事項です。

役員は、組合運営に参与する組合の最高責任者

ですので、組合自体の盛衰に大きな影響力を持ち

ます。理事・幹事としての能力を持ち、最も信頼

できる人を選ばなければなりません。

役員の選出方法としては

○投票制○指名推薦制○選任制などがあります。

◇◇◇◇ 定定定定 款款款款 変変変変 更更更更

定款変更は、総会の議決が必要であり、議決の

方法も総組合員の半数以上の出席を得てその議決

権の３分の２以上の賛成を得なければなりません

（特別議決）また、所管行政庁の認可を必要としま

す。

主な定款変更の内容
○名称○地区○公示の方法○事業の変更○組合員

の資格○役員の定数・任期○出資一口の金額

などがあります。

◇◇◇◇ 総総総総 会会会会 終終終終 了了了了 後後後後 のののの 処処処処 理理理理 事事事事 項項項項

○議事録の作成○行政庁への決算関係書類の提出

○税務署に対する確定申告書の提出○定款変更の認

可申請及び登記○欠席組合員への通知

などの手続が必要となりますが、詳しくは３月に送

付しております活性化情報③の中の「組合決算期の

諸手続」をご参照または、中央会へご相談下さい。

理事会の開催(通常総会開催日時、提出議案等)

通常総会開催の通知(総会開催日の10日前までに到着)

監事へ決算関係書類提出(総会開催日の1週間前までに提出)

事務処理(議事録の作成・持ち分の払い戻し・配当の支払い等)

行政庁への決算関係書類の提出(総会終了後２週間以内)

行政庁への提出・認可申請

法人税等の確定申告・納付(事業年度終了後２ヶ月以内)

変更登記申請　　

☆ 決 算 関 係 書 類 の 作 成

総　会　前

☆ 通 常 総 会 開 催

総　会　後

▼
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組組合合だだよよ
りり 中中中中 古古古古 自自自自 動動動動 車車車車 フフフフ ェェェェ アアアア
開開開開 催催催催 ささささ れれれれ るるるる

３月１７日～２０日、和歌山マリーナシ

ティに於いて、和歌山県中古自動車販売商

工組合主催の“中古自動車フェア”が開催

された。

組合員企業１５社が出店して１，５００

台の普通乗用車・軽自動車・外国車の各種

自動車が展示され、販売員の呼び込みで賑

わっていた。

この催しは毎年３月、６月、１０月の３

回開催しており、毎回平均８０台が売れて

いる。（目標台数１００台）

今車は一人１台の時代になっており、子

供が運転免許証を取得したので見に来てい

た親子連れや、奥様専用の車をご夫婦で探

していて、この取材中にも２台の車が契約

された。狙い目は最終日で、お買い得の車

が更に安くなることもあるとの販売員さん

からの情報でした。
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情 報 連 絡 員 会 議 を 開 催
３月７日（水）、和歌山ターミナ

ルホテルにおいて平成12年度の情
報連絡員会議を開催した。
情報連絡員設置事業とは、中小

企業の発展を確保し適正な指導を
行っていくために、情報連絡員
（県下40名）制度を実施し、中小
企業からの情報収集及びフィード
バックの円滑化を図るものである。
毎年度末に開催される情報連絡員
会議では、中央会が委嘱した情報
連絡員の方々から一年間の業界景
況について、意見交換・報告等が

なされた。
「輸入商品の激増、丸編ニット

生産の激減等、業況は悪いままで
横ばいの状態」（ニット）「県下で
製材業の廃業が続いている。業況
は大変厳しい」（製材）「協力会社
にコスト20％カットの要請。業況
は横ばいもしくは悪化の状態」（住
金下請）等、長引く不況を反映し
た現状報告がほとんどであった。
「本業努力だけでなく、何か新しい
ものを開発していく努力も必要」
（釦製造）「リフォーム事業、太陽

３月12日（月）、本会の役員会
が和歌山ターミナルホテルにおい
て開催されました。
始めに瀬戸会長より開会の挨拶

があり、引き続き平成12年度新規
加入組合および平成12年度補正予
算等の承認について審議され、原
案通り可決しました。さらに複雑
多様化する中小企業の課題等に対
処するため、事務局の機構改革お
よび諸規程の変更について審議、

原案通り可決しました。このこと
により、従来の次長制を部長制
（２名）とし、現場での巡回指導も
２課８名体制から３課12名体制で
のぞむことになりました。また、
指導分担を地域別から業種別分担
へと変更し、よりきめ細やかなサ
ービス等、各種の相談事項に対し
「迅速かつ適切」に対応できる体制
といたしました。
役員会に引き続き午後５時20分

発電、風力発電等にも取り組んで
いく」（板金）「新しいニーズにあ
った商店街づくりを考えていかね
ばならない」（商店街）等、積極的
な考えも発表された。
当会議に先立ち、商工中金和歌

山支店長　葉狩公良氏による講演
を開催。「景気・経済をめぐる雑駁
（アバウト）な検討」と題し、葉狩
支店長独自の経済分析を語ってい
ただいた。

からは、和歌山県商工労働部長
内田安生氏、同参事　岡山哲夫氏、
ならびに商工組合中央金庫和歌山
支店長　葉狩公良氏等多数のご来
賓を迎え、懇親会を開催しました。
開催にあたり、内田部長のご挨

拶、葉狩支店長の乾杯のご発声で
宴に入り、有意義な歓談のうち盛
会裡に終了しました。

第 ２ 回 役 員 会 を 開 催
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税理士 藤 島 　 満

１ 贈 与 税 の 基 礎 控 除

（1）制度の概要

その年の１月１日から１２月３１日までの間に、

個人から贈与を受けた財産の合計額が基礎控除を

超えた場合は、その金額が贈与税の対象となりま

す。

（3）改正の影響

今回の改正は、税率の変更はないが贈与税の基

礎控除が引き上げられたことにより、従来より贈

与が容易になりました。

贈与税の税負担は次のとおりとなります。

（2）改　正

贈与税の基礎控除は昭和５０年以降、６０万円

に据え置かれており、今回の改正で１１０万円に

引き上げられます。

今回の改正は、景気浮揚、創業支援の一環で、相

続税法ではなく、租税特別措置法で改正されてい

ます。適用は平成１３年１月１日からで期限は

「当分の間」となっています。

平成１３年度税制改正

今回は、平成１３年度税制改正のうち、特に中小企業経営者に関心の高い贈与

税、相続税、パソコン税制について、説明させていただきます。

贈与税負担� 改正前� 改正後�

�１１０�

�１５０�

�３００�

�５００�

�７００�

�８００�

�９００�

�１０００�

�５�

�９�

�３１�

�８５�

�１５６�

�１９６�

�２３８�

�２８３�

�０�

�４�

�２１�

�７０�

�１３７�

�１７６�

�２１６�

�２６１�

（単位：万円）�
贈与税の税負担（改正前・改正後）�

基礎控除�
改正前� 改正後�

� �６０万円� �１１０万円�

中中中中小小小小企企企企業業業業者者者者ののののたたたためめめめのののの「「「「知知知知っっっってててて得得得得すすすするるるる税税税税知知知知識識識識」」」」
パパーートトⅠⅠ
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２ 住 宅 取 得 資 金 の 特 例

（1）制度の概要

父母、祖父母から住宅用家屋の新築、住宅用家

屋（一定の中古住宅、敷地を含む）の取得のため、

一定の要件を満たす金銭の贈与を受けた場合、１

５００万円までの住宅取得資金について贈与税の

軽減の特例があります。

改正前は、毎年６０万円の贈与を５年間受けた

（６０万円×５年間）ものとして、３００万円まで

贈与税がゼロとなっていました。

（2）改正内容

① 贈与税の基礎控除が引き上げられた結果、贈与

税がゼロとなる限度額が３００万円から５５０万

円に引き上げられました。

②　適用要件が緩和され、改正前のマイホームの

購入・取得が適用要件になっていたが、改正では

「一定の増改築」、「買い換え」も適用されることと

なりました。

（3）改正の影響

今回の改正で、住宅取得資金の特例が贈与税の基礎控除の引き上げに伴い、メリットが拡充されました。

贈与資金� 改正前� 改正後�

�２００�

�５００�

�５５０�

�６００�

�７００�

�８００�

�１０００�

�１５００�

�０�

�２０�

�２５�

�３０�

�４０�

�５０�

�７０�

�１５３�

�０�

�０�

�０�

�５�

�１５�

�２５�

�４５�

�１０５�

（単位：万円）�

改 正 前 � 改 正 後 �

マイホームの新規購入、取得�

（追加）�
○「増改築の工事費用１０００万
円以上」または「増改築により
増加する床面積５０㎡以上」�
○マイホームの建て替えも一定の
条件で対象となる。�

要          
件�

贈与税がかからない�
限度額�

改正前� 改正後�

� �３００万円� �５５０万円�
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（1）制度の概要

相続、遺贈によって取得した被相続人等の事業

用、居住用とされていた宅地等について、宅地の

２００㎡又は３３０㎡まで、通常の評価額の８

０％又は５０％を減額されて計算されます。

（2）改正の内容

今回の改正で、特定事業用宅地等、特定同族会

社事業用宅地及び国営事業用宅地等の特例の面積

が３３０㎡から４００㎡に、また特定居住用宅地

等の面積が２００㎡から２４０㎡にそれぞれ拡大

されています。

パソコン減税は、早期償却によって企業の税負担

を軽減し、ＩＴ投資を促進するのが目的です。

なお、１セット１００万円未満の情報通信機器を

購入したときの全額損金算入等は、平成１３年３月

３１日で期限を迎え廃止されました。

区       分�
法定耐用年数�

現　行� 改　正�

パソコン�

その他�

�６年�

�６年�

�４年�

�５年�
電子計算機�

（単位：ｍ２）�

区       分�
特例対象面積�

改正前� 改正後�

�特定居住用宅地等�

�特定事業用宅地等�

�２００�

�３３０�

�２４０�

�４００�

３ 小規模宅地等の相続税の課税価格特例の拡充

４ パソコン償却年数の短縮
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４月１日付けで、事務局の機構改革並びに人事異動が行われ新体制が
スタートしました。

専
務
理
事�

佐
野
萬
瑳
義�

細
川
　
俊
剛�

事
務
局
長�

情報総務部�

連携支援部�

部長�
早田　信人�

部長�
樫尾　義男�

総 務 課 �

情報調査課�

支 援 一 課 �

支 援 二 課 �

課長　早田　信人�

課長補佐�
　　　中井　祥之�

主事　平中　克治�

主事　南　　俊充�

課長　樫尾　義男�

課長補佐�
　　　井上　桂仁�

主事　寺本　真弓�

主事　黒江　政博�

課長　田中　敏彦�

主事　増井　浅一�

主事　井上靖比呂�

主事　神保　成利�

・総会、役員会、文書管理表彰及び慶弔　　�
・会計、予算管理、関係機関との連絡調整　�
・コンピュータの管理に関すること�
・組合青年部活動推進事業及び中小企業青年中央会に
関すること�
・共済事業に関すること�
・中小企業組合士（中小企業組合士協会）に関すること�

・組合の設立･運営支援に関すること�
（運輸業･自動車整備業及び酒造業･酒･たばこ販売業
に属する組合等）�

・組合の金融･高度化事業･決算･税務等に関する支援�
・活路開拓調査事業等、指定事業の実施及び講習会･研
究会･個別専門指導事業の開催　�
・中央会機関誌の発行�
・労働実態調査･地域特定問題実態調査の実施�
・中小企業景況調査･中小企業団体情報連絡員の設置�

・組合の設立･運営支援に関すること�
 （鉱工業及び建設業の組合等）�
・組合の金融･高度化事業･決算･税務等に関する支援�
・活路開拓調査事業、ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ強化対策事業、多角的
連携組織開発支援事業等に関する支援�
・講習会･研究会･個別専門指導事業の開催�

・組合の設立･運営支援に関すること�
（商業･サービス業関係の組合等）�
・組合の金融･高度化事業･決算･税務等に関する支援�
・活路開拓調査事業、ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ強化対策事業、多角的
連携組織開発支援事業等に関する支援�
・講習会･研究会･個別専門指導事業の開催�

課長　　橋　達雄�

主事　塩谷　敦子�

主事　杉本　和也�

退　　職　（平成１３年３月３１日付）
情報調査課長　榎　木　晧　一

新規採用　（平成１３年４月１日付）
総務課主事　南　　　俊　充

中央会事務局新体制でスタート�中央会事務局新体制でスタート�
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(入) 　　新　　職　　名� 旧　　　職　　　名�
商工労働総務課� �
商工労働部次長� 人事課長�
県参事(商工労働部付)� 商工振興課長 �
商工労働総務課長� 商工金融課長�
商工労働総務課副課長� 美里町助役�
商工労働総務課総務班長� 伊都振興局健康福祉部生活福祉課長�
商工労働総務課主査� 日高振興局健康福祉部主査�
商工労働総務課副主査� 教育委員会事務局副主査�
商工労働総務課副主査� 農業振興課主事�
商工振興課� �
商工振興課長� 労政能力開発課長�
商工振興課副課長� 地域環境課副課長�
商工振興課工業振興班長� 商工振興課主任�
商工振興課主査� 管財課主査�
商工振興課副主査� 障害福祉課副主査�
ＩＴ・新産業推進課� �
ＩＴ・新産業推進課課長� 企画総務課副課長�
ＩＴ・新産業推進課副課長� 商工労働総務課総務班長�
ＩＴ・新産業推進課課長補佐� 市町村課税制班長�
ＩＴ・新産業推進課主査� 消防防災課主査�
ＩＴ・新産業推進課主査� 県東京事務所主査�
ＩＴ・新産業推進課主査� 和歌山下津港湾事務所主査�
ＩＴ・新産業推進課主査� 新産業推進課副主査�
ＩＴ・新産業推進課副主査� 商工労働総務課副主査�
ＩＴ・新産業推進課副主査� 西牟婁振興局建設部主事�
商工金融課� �
商工金融課長� 医大事務局管理課長�
商工金融課副課長� 福祉保険総務課主幹�
商工金融課助成班長� 商工金融課主任�
商工金融課主任� 商工金融課主査�
商工金融課主任� 商工金融課主査�
商工金融課主任� 建築課主査�
商工金融課主査� 港湾課主査�
労政能力開発課� �
労政能力開発課長� 健康対策課企画員�
労政能力開発課主任� 市町村課主任 �
労政能力開発課主事� 健康対策課主事�
中小企業振興公社� �
商工労働総務課主査� 工業技術センター主査研究員�

氏　　　名�
�
前 川 勝 久 �
藤 田 勝 康 �
直 川 興 治 �
百 々 　 薫 �
下 前 英 章 �
小 山 隆 寛 �
岩 橋 計 幸 �
明 石 幸 子 �
�
蓬 台 孝 紀 �
堀 　全　良�
野 田 孝 雄 �
森 本 　 浩 �
島 　 千 幸 �
�
北 田 佳 秀 �
辻 岡 健 志 �
中 尾 順 茂 �
石 井 正 明 �
阪 口 公 章 �
野 崎 忠 克 �
笹  雅　量�
藤 谷 宣 之 �
南  紀　雄�
�
畑 中 英 司 �
三　栖  徹�
瀧 谷 年 克 �
大 平 志 生 �
福 田 光 芳 �
土 井 安 児 �
西  保　義�
�
中 井 　 猛 �
西 山 甚 一 �
関　本　愉香子�
�
前 田 育 克 �

平成13年４月１日付�
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(出)　　旧　　職　　名 新　　　職　　　名�
�商工労働総務課�

商工労働部次長�
商工労働総務課長�
商工労働総務課副課長�
商工労働総務課総務班長�
商工労働総務課主査�
商工労働総務課主査�
商工労働総務課副主査�
商工労働総務課副主査�
県参事(商工労働部付)�
商工振興課�
商工振興課長�
商工振興課副課長�
商工振興課工業振興班長�
商工振興課主任�
商工振興課副主査�
商工振興課副主査�
商工振興課副主査�
ＩＴ・新産業推進課�
新産業推進課長�
新産業推進課副課長�
新産業推進課主任�
新産業推進課長補佐�
新産業推進課副主査�
商工金融課�
商工金融課副課長�
商工金融課助成班長�
商工金融課主査�
商工金融課主査�
労政能力開発課�
労政能力開発課長�
労政能力開発課主任�
労政能力開発課副主査�
中小企業振興公社�
商工労働総務課副主査�
商工労働総務課主査�
商工労働総務課主任�

県参事�
ＩＴ推進局長�
日高振興局県民行政部長�
ＩＴ・新産業推進課副課長�
企画総務課主査�
観光局観光振興課主査�
秘書課副主査�
ＩＴ・新産業推進課副主査�
退　職�
�
県参事（商工労働部付）�
市町村課副課長�
企画総務課企画員�
商工振興課工業振興班長�
政策審議室副主査�
地域環境課副主査�
社会福祉課副主査�
�
政策審議室長�
土木総務課副課長�
政策審議室政策評価班長�
共生推進局県民生活課副課長�
ＩＴ・新産業推進課主査�
�
文化国際課企画員�
福祉保険総務課人権教育啓発推進室長補佐�
出納室主任�
日　振興局県民行政部主査�
�
商工振興課長�
海草振興局農林水産振興部農林水産普及課長補佐�
環境生活総務課副主査�
�
税務課副主査�
県工業技術センター主査研究員�
退　職�

氏　　　名�
�
西 川 浩 司 �
楠　本  隆�
岩 橋 正 人 �
辻 岡 健 志 �
岡 畑 拓 男 �
吉 富 秀 明 �
平 田 慶 行 �
藤 谷 宣 之 �
岡 山 哲 夫 �
�
藤 田 勝 康 �
雑 賀 忠 士 �
田 熊 俊 明 �
野 田 孝 雄 �
杉 本 吉 美 �
林 か ず み �
神　浪　佐知子�
�
小 堀 基 二 �
曾 根 暁 夫 �
児 玉 征 也 �
浅 利 　 武 �
笹 　 雅 量 �
�
森    崇�
米 山 重 明 �
片 山 友 希 �
粟 生 好 人 �
�
蓬 台 孝 紀 �
木　村  稔�
山根木　成　夫�
�
高 木 哲 也 �
野 村 英 作 �
板 東 俊 作 �

※「新産業推進課」を「ＩＴ・新産業推進課」と課名変更しました。�
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URL http://www.chuokai-wakayama.or.jp/

中央会では平成12年度中小企業

情報創造発信強化支援事業に取り

組み、事業の一環として中央会の

ホームページをリニューアルしま

した。

この事業は、業界情報の結節点

である組合等が、業界情報、中小

企業情報を収集し、中央会の有す

る情報と併せて中小企業データと

して、インターネットを通じて公

開することにより、組合、中小企

業の情報受発信機能を強化し、企

業間の出会いの機会の拡大を図る

ことを目的としています。またこ

の事業では、組合等のホームペー

ジ作成の経費の一部を助成してお

り、平成12年度では16組合が対象

となりました。平成13年度も組合

等に対して、ホームページ作成の

支援を行います。

ホームページは中央会わかやま

から始まり、中央会の案内、組合

制度の説明、定款参考例、年度末

の手続きなど、組合の運営を支援

するため情報を発信しています。

また会員組合間で情報交換のでき

る掲示板を設置しましたので、是

非一度ご覧下さい。

「中央会わか
やま」をホーム
ページからも発
信していきます。
バックナンバー
もあります。

中央会のホームページを�
リニューアルしました�
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年度末の諸手続の一覧表です。
書式からは詳細を見ることもでき
ます。またダウンロードする事も
できます。総会時期になりました
ので活用下さい。

組合のホームページ一覧です。各組合とも趣向を凝ら
して作成しています。是非アクセスしてみて下さい。

トップページです。お知らせ、新着情報など、和歌山
県中央会のサイトから検索できます。



情
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2月分2月分 １２.５ポイント悪化

２月期は低調

前年同月比における「業界景況」判断指数（ＤＩ値：景気動向指数）は、マイナス65.0ポイ

ントであり、同１月調査と比べ12.5ポイント悪化した。

同１月調査と比べ、「売上高」は14ポイントの悪化、「収益状況」は7.5ポイント悪化した。

２月の調査では業界景況に関して、情報連絡員40名のうち、「不変」との回答は10名、「悪

化」との回答は28名で、「好転」との回答は２名であった。

前年同月比の景気動向�
項　目�

業　種�

食 料 品 �

繊 維 同 製 品 �

木 材 木 製 品 �

出 版 印 刷 �

化 学 ゴ ム �

窯 業 土 石 製 品 �

鉄 鋼 金 属 �

そ の 他 �

卸 売 業 �

小 売 業 �

商 店 街 �

サ ー ビ ス 業 �

建 設 業 �

運 輸 業 �

売 上 高 �

－55.0

収 益 状 況 �

－65.0

資 金 繰 り �

－50.0

業 界 景 況 �

－65.0Ｄ Ｉ 値 �

製

造

業

�
非

製

造

業

�

（情報連絡員40名のうち回答数40名　回答率100％）�

総　評

業界景況
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製造業

繊 維 ・ 同 製 品 �

木 材 ・ 木 製 品 �

窯業・土石製品�

生産量はやや上向きであるが、対前月比大差なし。対前年比では、大きく落
ち込んでいる（産地全体）。但し、企業によってはフル稼働のところもあり、
企業間格差が更にでてきた。（ニット）�
木材業界の景気が厳しさを増し、組合員のなかで一部の企業が休業している。
（製材）�
年度末を迎えて、ハウス・メーカーからのフラッシュ・ドアー関係の受注が
集中し、一部の工場では納期に追われているが、受注単価は相変わらず厳しい。
（建具）�
特定の地域を除き、全体的に出荷量が前年に比べ落ち込んでいる厳しい状況
である。�

非製造業

小 　 売 　 業 �

商  店  街�

サ ー ビ ス 業 �

運 　 輸 　 業 �

県下全般にわたり、景気低迷のなかで安定し推移しているのか、和歌山市中
にセルフ給油所（既存給油所の改造）が開設されたため、更に経営環境が悪
化する見通し。（石油）�
街の核店舗ビブレ５月６日撤退を発表、丸正百貨店２月26日倒産。街の人出・
売上共に極めて悪い。この売上は和歌山郊外、市外、特に大阪方面へ流出す
ると考えられるが、目下対策なし。（和歌山市）�
２月は閑散期であり、低調（白浜旅館）�
関東方面では輸送数量が伸びてきているが、和歌山ではまだまだの感である。
軽油の価格がやや低下してきているのが、明るい材料である。（和歌山市）�

0.0

-10.0

-20.0

-30.0

-40.0

-50.0

-60.0

-70.0
3月�
4月�
5月�
6月�

7月�
8月�

9月�
10月�

11月�
12月�

1月�

2月�

売 上 高�

収益状況�

資金繰り�

業界景況�

年間DI値（前年同月比）の推移�年間DI値（前年同月比）の推移�



中央会わかやま No.438 2001.416

和歌山県中小企業青年中央会とは、中小

企業の時代を担う青年相互の連携により業

種を越えた研鑽を行い、和歌山県中小企業

団体中央会と緊密なる連携のもとに組織活

動の推進に、清新溌剌たる活力を与え、も

って県下中小企業の振興発展に寄与するこ

とを目的として設立されたものであり、今

年で23年目を迎える。

会員数は22団体であり、野村壮吾会長

（三菱電機冷熱システム製作所協力会社協

同組合青年部）をリーダーに各種事業を実

施している。

事 業 内 容

第24回通常総会のご案内

◎第23回通常総会・役員会（計３回）・正副会

長会議（計３回）の開催　　

◎組合青年部講習会・交流会への助成（講習会５

万円　交流会３万円）

◎青年部研修会・交流会の開催（於　白浜）

◎近畿ブロック青年中央会へ出席（於　滋賀県）

◎全国青年中央会へ出席（於　愛知・岩手県）

◎メーリングリストの運営

・・・等

※平成13年６月２日（土）ルミエール華月殿

※講演会の講師には“心斎橋みや竹　kasaya.com”代表　宮武和広氏を予定しています。

多数のご参加をお待ちしております。
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お知らせ�

月�ベストセラー�

13年度小規模企業者等設備導入制度資金説明会のご案内�

※申込は（財）和歌山県中小企業振興公社資金支援課にて随時受け付けて
おります。　　　　　　℡０７３－４３２－３４１２�

日　　時�

4月13日（金）�
13：30～15：30�
4月16日（月）�
13：30～15：30�
4月18日（水）�
13：30～15：30�
4月19日（木）�
13：30～15：30�
4月23日（月）�
13：30～15：30

場　　　　所�

御 坊 市 日高総合庁舎別館１階入札室�

橋 本 市 伊都総合庁舎１階小会議室�

田 辺 市 西牟婁総合庁舎１階中会議室Ｂ�

新 宮 市 東牟婁総合庁舎３階大会議室�

和歌山市 県民文化会館５階大集会室�

1
「みにくいあひるの子」だった私

梅宮アンナ著

2
ビストロスマップ新世紀こだわりレシピ

(扶桑社) 

3
チｰズはどこへ消えた

スペンサー・ジョンソン著

4
新・人間革命第８巻

池田大作著

5
新・人間革命第９巻

池田大作著

6
天国への階段　上

白川　道著

7
天国への階段 下

白川　道著

8
金持ち父さん貧乏父さん

ロバート・キヨサキ著

9
仕事ができる人、できない人

堀場雅夫著

10
そして粛清の扉を

黒武　洋著

（宮井平安堂調べ）

ビジネス
ズームアップ
毎日放送（MBS）土曜の朝6：45～7：00

【企業レポート】

和紙へのこだわり！
ＯＡ紙からエコロジーグッズ開発

【ワンポイント情報】
ビジネス・マッチング・データベースについて

4／21

【企業レポート】

中小企業の新しいデザイン開発手法
【ワンポイント情報】
グッドデザイン賞について

4／28

【企業レポート】

沖縄発ベンチャー
世界最小・最軽量ＰＯＳに挑む

【ワンポイント情報】
中小企業経営革新支援法の施策紹介について

5／5

第46回中央会通常総会

を平成13年5月29日

（火）に和歌山ターミナル

ホテルに於いて開催を

予定しています。
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プランに合わせて、選べる。ふやせる。
商工中金の、積立式定期ステップアップ／自由金利型定期／スーパー定期

火 災 共 済

和歌山県火災共済協同組合

よ り 安 い 掛 け 金 !
よ り 早 い 支 払 い !
よ り簡単な手続き !

問合先 和歌山市西汀丁２６番地

TEL（０７３）４３１－３２８８（代）

自動車事故見舞金共済

和歌山県中小企業共済協同組合

契約者を救う他に類のない共済制度です。

強制保険

任意保険｝とは全く関係なく全て契約者（加害者・被害者）に支払われます。

◆□
◆□
◆□

共済受託会社

三 井 生 命 保 険 相 互 会 社
和 歌 山 支 社 和 歌 山 市 北 汀 丁 ７ 番 地 T  E  L ０ ７ ３ － ４ ３ １ － ５ ２ ３ １

F  A  X ０ ７ ３ － ４ ２ ３ － ７ ０ １ ７

●　マキシムＲ（逓増定期保険）
損金で落としながら有退時の役員退職金の準備が出来ます

●　総合保障プラン
集団割引なのでどこよりも安い掛金で、高額保障・高額医療保障

●　年金共済（拠出型企業年金保険）
高齢化社会に備え、老後生活資金が準備できます（個人年金保険料控除適用可）

●　特定退職金共済制度
大企業なみの退職金制度の確立で、優秀な人材の確保を



和歌山県中小企業団体中央会　経営者・従業員災害補償制度の魅力
①有利な掛金 団体中央会のスケールメリットによる有利な割引です。

②ワイドにガード ケガによる万一の死亡・後遺障害はもちろん、入院・通院も補償します。
しかも通院１日目から補償の対象となります。

③補償金の請求は簡単 労災保険等他の保険とは関係なく独自に請求でき、手続きも簡単です。

④掛金は損金処理扱い 法人・個人事業者の全員付保の掛金は全額損金・必要経費処理が可能です。

こんな時に補償金をお支払いします。

お支払いする補償金の種類

日本国内・国外を問わず、たとえば下記のような仕事中（通勤途上を含みます。）に被った偶然な事故により
ケガをされたとき、補償金をお支払いします。24時間補償のタイプでは仕事中、仕事外を問わず補償します。
＊軽機械の組立作業中、ケガをして入院。 ＊建設現場で作業中、転落、足を複雑骨折し後遺障害。
＊業務で車を運転中、電柱と衝突して入院。 ＊出張中、宿泊先のホテルで火災にあい死亡。

補償金をお支払いできない主な場合
・保険契約者、被保険者または保険金受取人の故意または重大な過失・被保険者の自殺・犯罪または闘争
・地震、噴火、津波、戦争、放射能汚染・他覚症状のないむちうち症および腰痛　など

1．死亡補償金�
2．後遺障害補償金�

3．入院補償金�

4．手術補償金�

5．通院補償金�

死亡・後遺障害補償金額の全額をお支払いします。�
後遺障害の程度に応じて死亡・後遺障害補償金額の３％～100％をお支払いします。�
入院の日数に対して入院補償金をお支払いします。ただし、事故の日からその日を含めて
180日以内に入院され、かつ730日以内の入院に限ります。�
手術の種類に応じて入院補償金日額の10倍、20倍、または40倍をお支払いします。ただし、
１事故につき事故の日からその日を含めて730日以内の手術１回に限ります。�
通院の日数に対して、通院補償金をお支払いします。ただし事故の日からその日を含めて、
180日以内の通院に限り90日間を限度とします。�

引受保険会社

東京海上火災保険株式会社
073-431-1109

安田火災海上保険株式会社
073-433-0591

和歌山県中小企業団体中央会


